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☆主要判決全文紹介［知財高裁］［上］………… ⑴

主 要 判 決 全 文 紹 介
≪知的財産高等裁判所≫
審決取消請求事件

（「移動通信端末機の活性化時に、特定動作が行われるようにするための方法、システム及び移動通信端末機」特許（特許第
6386646号。請求項数９。）の（請求項１ないし４、７及び８の）特許無効審判（無効2019－800007号）（成立））［上］（全３回）

−令和３年（行ケ）第10055号、令和４年３月28日判決言渡−

裁判所は、原告が主張する取消事由１（本件発明１の進歩性の判断の誤り）、取消事由２（本件発明２
ないし４の進歩性の判断の誤り）、取消事由３（本件発明６の進歩性の判断の誤り）及び、取消事由４（本
件発明５の進歩性の判断の誤り）について、認められない、として、審決に誤りなし、とし、原告の請求
を棄却した。

第１　当裁判所の判断

１　明細書の記載事項について


